
59協働をどのように理解するか──理論と実施ネットワーク

1 　はじめに

　地方分権改革、特定非営利活動法の制定などを背景として、2000年前後

から、日本の行政や地方自治において協働が大きな注目を集めてきた。地

方自治においては協働が住民自治の充実に貢献するとの期待があり、官僚

制が担っていた業務に NPO が関わることで行政や公共政策の改善につな

がるという展望もあった。また、一時期高まった新しい公共への注目も、

協働を後押しした面があった。

　自治体では、住民と行政の協働に関わる条例などの制定も進んでいる。

協働のルールを策定する自治体もある。自治体協働政策といった場合、特

定非営利活動法人や任意団体などの NPO と行政との協働施策や、NPO

への支援施策を対象としていることが多いと思われる。また、研究面で

は、自治体協働政策を分析することも行われてきた。

　日本の協働は当初、「collaboration」や「coproduction」などの訳語と
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して学界などで受容され講学上の概念として使用されてきたのではないか

と思われる。その後、行政実務でも条例や行政計画などで使われるように

なった。そうした経緯もあるのか、協働には共通の定義がないとも指摘さ

れてきた。他方で、協働は、NPM の影響もあって外国でも広がってい

る。外国での研究蓄積もかなりあるものの、日本の行政学では比較研究や

地域研究、理論研究などの余地もあるのではないかと思われる。

　本稿では、サリバンとスケルヒャー（Sullivan and Skelcher 2002）が整

理した協働にかかわる理論を跡づけることで、協働に関する研究の意義や

課題を明らかにする。Sullivan and Skelcher（2002）を利用する理由は主

に 3 つである。第一に協働に関わる研究のなかでも包括的多面的に議論が

なされていることである。国家論との関係、協働と社会科学分野の理論と

の関係、1970年代以降のイギリスにおける協働の展開（政策分野と手法）、

協働の動態、参加との関係、協働の評価などである。第二に、公私の組織

間、部門間の協働論としては2000年代初頭と比較的早い時期の研究成果と

いえることである。ブライソンらの先行研究（Bryson et al. 2015）などで

示されているように、アメリカ行政学でも協働や政策ネットワークについ

て多くの研究蓄積がある。しかし、そこで整理されているように、

Bryson et al.（2006）など、理論的なフレームワークに関わる研究成果は

2006年以降のようである。初期の研究成果から跡づけることで、協働の実

践や協働に関わる研究の発展が理解しやすくなるからである（1）。第三に、

日本における先行研究で比較的早くから引用されており、日本の協働論に

一定の影響を与えていると思われるからである（2）。

　また、近年の傾向として、協働は、政策実施論の文脈で理解されること

が多くなっている。実施構造論、ボトムアップ・アプローチ、ガバナン

ス、政策ネットワークといった概念とともに把握されている（3）。理論の論

点整理に続いて、本稿では、政策実施における協働や政策ネットワークの

実証研究についての意義や課題を明らかにしていきたい。
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2 　協働をどのように理解するか

2 ─ 1 協働の原動力

（ 1 ）楽観主義者の視点

　協働はなぜ起こるのであろうか。サリバンらは先行研究を、協働に対し

て、楽観主義、悲観主義、現実主義の 3 つの視点に整理して議論してい

る。楽観主議者の視点は、交換理論、協働エンパワーメント論、レジーム

論に基づくとされる。楽観主義者にとって協働は将来構想の共有化が目的

であり、ステークホルダーの合意形成、あるいはコンフリクトについての

交渉が求められるという。この視点には二つの特徴がある。第一に、協働

はシステム全体に対して積極的な成果や改良をもたらすだろうとみなすこ

とである。第二に、協働に関する利他主義の水準をステークホルダーが共

図表 1 　協働に関する理論とアプローチ（Sullivan and Skelcher 2002：36）

楽観主議者 悲観主議者 現実主議者

①  協働はなぜ
起こるのか

a 将来構想の共有化
協働エンパワーメント論

レジーム論
b 資源最大化

交換理論

地位の維持と上昇
資源依存論

新しい環境への適応
進化論

②  協働の形態
とその理由

a 多様な関係性
協働エンパワーメント論

b 連合
レジーム論

組織間ネットワーク
資源依存論

a 義務的・促進的・シス
テム的ネットワーク

進化論
b 政策ネットワーク
ガバナンスの手段

政策ネットワーク論

③  協働に影響
を及ぼす要
因

a 個人的要因
レティキュリストのスキル

能力、信頼
協働エンパワーメント論

b リーダーシップ
レジーム論

組織的要因
文化、
官僚、

専門主義
資源依存論

制度的要因
個人と組織を媒介する要因

新制度論
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有する。すなわち、システムへの将来的な積極的成果がセクショナルな利

得を得る欲求に優先すると解釈する。

①交換理論

　交換理論は、協働を理解する上で重要な初期の貢献として位置づけられ

ている（Levine and White 1961）。彼らの研究は、複数の問題を抱えるサー

ビス利用者が非常に断片的で専門化された医療・社会福祉の提供者と関わ

る必要があることを明らかにしたものである。このようなシステムの中

で、利用者が直面する困難が協働の推進を促したと理解される。レビンと

ホワイトは、病気の予防と治療がシステム全体の方向性であり、個々の医

療従事者の目標に影響を与えるものであったとしている。しかし、その目

標を達成するために必要な資源を十分に利用できる組織はほとんどなかっ

た。現実には、個々の組織が業務を遂行するために必要な資源は、システ

ム内の他の組織が管理していた。例えば、病院は、サービス利用者の紹介

をプライマリ・ケアの提供機関に頼っていた。そして、これらのプライマ

リ・ケアは、そのような人を治療する資源がないため、病院に紹介する必

要があった。そのため、資源の不足によって、組織間ネットワークにおけ

る個々の機関同士の自発的な交換関係のパターンが生まれたとされるので

ある。

②協働エンパワーメント論

　こ の 議 論 で は、 権 力 と は、「意 図 し た 結 果 を 生 み 出 す 能 力」

（Himmelman1996：22）とされる。社会正義のビジョンを達成する唯一の

方法は、異なる利害関係者の間で権力を共有することであるという。この

力を共有する方法として、 2 つの方法が挙げられており、協働型改良

（collaborative betterment） と 協 働 型 エ ン パ ワ ー メ ン ト（collaborative 

empowerment）である。協働型改良では、コミュニティの外部の機関が、

コミュニティが必要とするプロセスを設計・管理し、政策の変更やサービ

スの改善をもたらすことができるとされる。ただし、コミュニティにおい

て長期的に当事者意識を生み出すことはなく、また、コミュニティが自ら



63協働をどのように理解するか──理論と実施ネットワーク

を支配する力を有意に増大させることもない。

　これに対し、協働型エンパワーメントとは、優先順位を決め資源をコン

トロールする能力であり、コミュニティの自己決定力を高めるために不可

欠なものである。そのプロセスは、コミュニティの組織化から始まり、公

共、民間、その他の組織を巻き込んで、協働活動へと広がっていくという

ものである。この枠組みは、コミュニティ、ボランティア、公的機関、民

間の利害関係者などの多部門の参加を基本としながら、コミュニティとコ

ミュニティのエンパワーメントを協働プロセスの中心に据えるものとなっ

ている（4）。この分析を支える相互性は、広い目標を実現するために統制や

影響力の行使を放棄することが期待される公共と民間の利害関係者の間に

おいて、ある程度の利他主義の存在を示唆しているとされる。

③レジーム論

　無数の異なるアクター間の協働を理論化する方法を見つけることは、

「レジーム論者」の関心事でもある。しかし、彼らの焦点は、政府の権力

と影響力が限られた状況下で統治する手段を開発することである。という

のも、この理論は効果的な長期連合が形成されるための条件に注目するも

のだからである（Stoker1995：55）。都市ガバナンスを理解するためのこの

アプローチは、もともと米国で開発されたものである。都市政策が分断さ

れ、拡散し、効果的でないものとなっている。その代わりに、彼らは多様

性と複雑性の中で、統治能力がどのように政治システムの中に生まれるの

かを考えている。

　Stoker（1995）は、国家には統制と仲裁という伝統的な役割があるが、

問題の複雑さや利害の断片化という構造的な条件によって国家が制限され

ているという。このような状況において、政府が効果的であるためには、

政府はその能力と資源を他のアクターの能力と「融合」させなければなら

ない。このためには、動員や調整役という新たな役割を担うとともに、世

界のいくつかの大都市のように、主要なアクターと連携して都市部の戦略

的ビジョンを構築することが必要である。ビジネス界がこの連合に参加す
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る動機は、主要な関係者全員が参加する地域の長期的な戦略の作成と隆盛

する再生課題への関与にある。

（ 2 ）悲観主議者の視点－資源依存理論

　悲観主議者の視点に立つと、協働は、ステークホルダーが個人的または

組織的な利益を何よりも優先し、自らの権力を維持・強化するために行わ

れる。この見方は資源依存理論に由来するものであり、資源依存理論は交

換理論よりも広く適用可能な視点として評価されている。資源依存の理論

も長い歴史がある。社会的関係が「相互依存の絆」を伴うことはよく知ら

れている（Emerson1962：32）。A は望ましい目標を達成するために B が

支配する資源に依存している。この出発点は交換理論の出発点と似ている

が、交換理論では、次の段階では互恵的な協力関係と考える。それに対し

て、資源依存理論では、各当事者が相手の活動を支配し、影響を及ぼそう

とすることを前提にする。したがって、権力は暗黙のうちに他者への依存

に存在している。この定式化は、フェファーとサランシック（Pfeffer and 

Salancik 1978）などによって、組織的協働の研究にも適用されたとされ

る。このような組織内の意思決定者が一般に、適切な資源の供給を確保し

守るということが資源依存理論の中心的な見方である。資源依存理論につ

いては、分析単位としての組織間ネットワークの運用というよりも、焦点

となる組織がその外部環境をどのように認識し、どのように対応するかに

ついて主に述べていると評価する。

　Benson（1975）は、この問題に対処するための重要な理論的分析を行っ

ていると解釈される。組織間ネットワークの政治経済、つまり、特定の組

織グループ内の相互作用を構成する基本的なルールの考察に踏み込んでい

る。ベンソンの中心的な命題は、たとえば、サービス提供の調整といった

表面的な組織間の相互作用は、最終的には資源の分配と獲得の基本的なパ

ターンを参照することで説明できるというものである。すべての組織は、

重要な希少資源、つまり、特定の機能を実行する権限と資金を様々な戦略
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を駆使して追求する必要がある。このような戦略として、次の 4 つがある

とされる。

　a プログラム要件の完全な履行。組織は、確立されたプログラムに秩序

と予測可能性を求める。これを阻害するような慣行を容認しない。

　b 社会的重要性の高い明確な領域を維持すること。そのような領域は、

以下の属性のうちの 1 つ以上によって特徴付けられる。排他性、自律性、

他の機関に対する優位性。

　c 資源フローの秩序ある信頼できるパターンを維持すること。

　d 機関のパラダイムの拡大適用と防御。組織の参加者は、問題やタスク

の独自の定義や介入手法など、その組織のやり方に従っている。

　ネットワーク内の組織間の相互作用は、ネットワーク全体における希少

資源の交換の基礎となる。このような交換から利益を得ることができる特

定の組織の能力は、以下に左右される。ネットワークにおける組織の位置

づけ（結節点か周辺か）、資金や権限の大きさ、必要性、より広い環境での

重要度、つまり、さまざまな利害関係者の間で動員することができる支援

などである。この観点からすると、協働を行う動機は、サービス品質に関

する表面的な目標を実現することと、現在および将来の価値ある資源への

アクセスを確保することで下部構造（政治経済）の変革を達成することの

両方にあると評価される。この組織間ゲームに参加しない組織は、衰退

し、最終的には事業を停止する運命にあると述べられている。

（ 3 ）現実主議者の視点

　現実主義者にとっては、協働の発生を決定する上で重要なのは、より広

い環境、特に一般的な文脈の変化であるという。このような環境では、利

他主義と個人の利益の両方が共存できるとするのが特徴である。そして重

要なのは、そのどちらか、あるいは両方を、いかにしてその環境に適した

協働活動によって達成できるかということであるとされる。アルターとヘ

イグ（Alter and Hage 1993）は、民間部門と公共部門の経験をもとに、組
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織的協働の「進化論」を展開し、現実主義的な立場を打ち出している。こ

の進化論によれば、政治的・経済的な目的の変化、技術力の向上、商品や

サービスの品質と多様性への要求の高まりなど、さまざまな理由から組織

間の協働の可能性が高まっているという。このような環境の変化を利用す

るためには、組織は、楽観主義者（改善願望）と悲観主義者（資源の必要

性）の要素を併せ持つ、協働のための一定の条件を満たす必要がある。

　しかし、組織がどの程度進化を遂げることができるかは、ステークホル

ダー間の信頼の有無や課題の複雑さなど、他の文脈的な要因に左右され

る。協働の進化論は、協働を自動的に発生させたり、最終的にすべての障

壁が克服されたりすることを想定していない。その代わりに、協働のプロ

セスの一部として学習の重要性を強調し、また、関係する個々の組織とよ

り広い社会の両方に利益をもたらすものであるとする。

2 ─ 2 協働の形態

（ 1 ）組織論の視座

　続いて、Sullivan and Skelcher（2002）では、組織論と政治学という 2

つの視点から考察をさらに深めている。これらの視点は、さまざまな協働

関係の相互関連性を明らかにし、協働が社会のガバナンスにどのような影

響を与えるかについて問題を提起している。

　組織的な観点から見ると、協働の形態はスペクトラム（現象などが、あ

いまいな境界をもちながら連続していること）として捉えることができると

する。一方では、インフォーマルな、主にアドホックな関係であり、他方

では、高度に構造化され、形式化された相互作用もある。このような関係

は、最終的には協働する機関が一つの組織に統合されることもあるという

理解である。この連続体は、参加者間の相互作用がどの程度まで自己管理

されているか、または、どの程度まで外部や包括的な組織によって規制さ

れているかを本質的に捉えている。組織や公共政策の文献では、非公式な

関係をネットワークと呼び、完全な統合ではない様々な程度の公式化をパ



67協働をどのように理解するか──理論と実施ネットワーク

ートナーシップと呼んでいると整理される。

　楽観主議者にとって、活動の連続性という考え方は、より洗練された、

より効果的な協働を示唆するものであり、重要だという。より高度な、つ

まりより効果的な協働が、より低いレベルの関係から発展しうるというこ

とを示唆しているからである（5）。例えば、次のようなことである。

Himmelman（1996）は、協働の形態は、以下の 4 つの関係の働きの中に

存在すると提唱している。ネットワーク、コーディネーション、コーオペ

レーション、協働という 4 つの関係性が連続体に沿って互いに積み重なる

という。最適な形態である協働の実現は、すべてのケースで可能というわ

けではないが、社会正義を実現するためには不可欠なものとする。この議

論には楽観的な想定が含まれているという。いったんステークホルダーが

他の形態の相互作用の利点を認識すれば、必然的に協働の実現を目指すよ

うになるはずであると。

　しかし、他の文献では、ネットワークという言葉を別の意味で用いてい

る。Benson（1975）は、先に述べたように、組織間の表面的な協力関係

と、それを形成する組織間ネットワークの深層的な構造とを区別してい

る。彼にとって、ネットワークは、権限と資源の性質を表現する現象であ

る。組織間の相互作用の研究とは無関係に、それ自体が分析の単位とな

る。ネットワークが最も効果的に機能するのは、それが均衡しているとき

であり、その状態は、次のようなものである。

　上部構造のレベルでの組織間の相互作用の分析から見出される。この状

態を証明するために必要な根拠は次の 4 つとされる（Benson 1975：235）。

① ドメインコンセンサス─異なる機関の役割と範囲に関する参加組織間の

合意

② イデオロギー的なコンセンサス─課題とその取り組み方についての合

意。

③ 肯定的な評価─ある組織のメンバーが、他の組織の活動の価値を尊重し
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ていること。

④ 作業の調整─効率と効果を最大化するために組織間でプログラムされた

活動。

　すべての次元が同じように変化するのであれば、均衡のレベルは、ネッ

トワークが不均衡になることなく変化することができるという。つまり、

ドメインのコンセンサスが低ければ、②から④の他のすべての次元も低く

ならざるを得ない。しかし、次元間の変動は、ネットワークが不均衡にな

る原因となるという。通常、この現象は外部からネットワークに作用する

要因によって引き起こされる。例えば、政府などの上位機関が、ネットワ

ーク間の業務調整を法律で定めた場合が該当するとされる（6）。これは英国

ではおなじみのシナリオといわれ、自発的なパートナーシップというより

は、「押しつけられた」パートナーシップと表現される。ここでは、組織

が権限や資金などの希少な資源を求めるあまり、組織が十分に備えていな

いような協働を行うことがあるという悲観的な立場を警告しているのであ

る。

（ 2 ）協働の形態に関する政治学の視座

①政策ネットワーク

　協働に関して政治学の文献においても様々な理論的アプローチがある。

その中でも特に重要なのは、政策ネットワーク・アプローチとレジーム論

としている（Sullivan and Skelcher 2002：45）。政策ネットワーク分析は、

協働に関する「現実的」な視点に適合している。これは、政策ネットワー

クが、権力の配分が不均衡であり、異なる利害関係者が存在する文脈で機

能するためである。また、利害関係者はより広い社会的目標に貢献する一

方で、自らの目的のために意思決定に影響を与えることができる。

　知られているように、マーシュとローズ（Marsh and Rhodes 1992）は、

政策ネットワークを政策決定における権力の行使を理解するためのメゾレ
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ベルのアプローチとみなしている。ネオプルラリズムに基づき、自由民主

主義における権力の不均等な分配の概念とアジェンダを形成し政策のアウ

トプットに影響を与える組織化された利害関係者の能力から導き出されて

いる。また、政策をめぐる交渉や折衝に従事する政府、企業、その他の主

要な利害関係者の間の構造化された一連の関係という概念である、コーポ

ラティズムからも引き出されている。

　Marsh and Rhodes（1992）では、政策ネットワークは汎称であり、参

加者が共通の見解やイデオロギーを共有する比較的閉鎖的で緊密な政策コ

ミュニティとを区別している。資源も衡平に配分されるような、よりオー

プンで拡散的なイシューネットワークまで様々な可能性がある。英国の伝

統的な仮説は、ネットワーク構造が政策結果に影響を与えるというもので

ある。緊密な政策コミュニティは高い政策継続性を示す可能性が高いが、

イシューネットワークでは政策アジェンダに影響を及ぼしやすくなるた

め、政策結果にばらつきが生じやすい。

　政策ネットワーク・アプローチへの批判として、政策結果を決定するの

は政策ネットワークの構造的特徴であるという仮定に関するものがある。

政策ネットワーク分析が動的なプロセスを無視する傾向にあるという指摘

もある。

　政策ネットワークは、エージェントの行動を制約したり、促進したりす

ることができる政治的な構造であると同時に、資源へのアクセスと支配に

基づく構造化された特権のパターンである。エージェントの行動を通じて

構築されたり再構築もされたりするのである。

　協働とパートナーシップを理解する上で、この政策ネットワーク・アプ

ローチの関連性は 2 点あるとされる。第一に、確立され構造化された一連

の関係が持続し、政策の文脈を形成する上で大きな影響力を持つことであ

る。このような関係は、公式にはワーキング・グループや諮問機関に反映

されるかもしれないが、同様に重要なのは、特権的なプレーヤーに与えら

れるインサイダーの地位と、政府高官や大臣との非公式かつ対人的な交流
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という不文律の前提である。

　第二に、政策ネットワーク・アプローチにおけるネットワークの構造と

政策アウトカムの性質との関係である。これは、パートナーシップ委員会

の構成やメンバー、より広範なネットワークに関する問題に直結するとさ

れる。理論的には、より包括的な、多元的なネットワークが、幅広い支持

を得る政策アウトカムにつながるはずである。しかし、これは最小公倍数

的な解決策であり、長期的な公益の概念からすると最適とは言えない可能

性があると指摘される。

　そのため、協働の形態のダイナミクスと持続可能性を理解する上で次の

ことが重要になるという。組織構造の断片の中やその周囲で機能する、イ

ンフォーマルおよび対人的なリンクのあり方を理解すること。ネットワー

クが公共政策の目標に積極的に向かうことができるかどうか、またどのよ

うに公共政策の目標に向けてネットワークを積極的に活用できるかどうか

である。

②レジーム論

　レジーム論者は政府が以下のような役割を果たすと規定している。コア

リションという特定のタイプの協働関係に動員することである。コアリシ

ョンは、圧力団体のメンバーで構成されることもあるが、アンダークラ

ス、機会拡大レジームなど、さまざまなレジームのタイプについて論じら

れている。

　Smith and Beazley（2002）は特定のレジーム・タイプを、英国の再生

政策の文脈で検討した。コアリションへのコミュニティの関与は、資源へ

のアクセスにとどまらず、アンダークラスの機会を拡げるようなものであ

るべきだと主張する。コミュニティのコアリションは、草の根的な活動で

あり、トップダウンの押しつけではない（トップダウンの資金提供によって

開始され、可能になったとはいえ）。また、規範的な意味において、地域再

生に関する戦略的な選択へのコミュニティ参加に基づいている。ここで

は、政府部門とコミュニティ部門の間の力の不均衡が認識され、コミュニ
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ティがアジェンダを決定することができる環境を作る必要があると考えら

れていたこともあり、政府の動員的な役割は、政策と資源の提供のみに限

定されているとされる。

2 ─ 3 　協働の能力と実践に影響を及ぼす要因

（ 1 ）個人要因

①レティキュリスト

　Sullivan and Skelcher（2002：50─53）によれば、協働の関係を築き維持

するためには、特別な能力が必要だとされる。楽観主議的な視点は、協働

の能力と実践に関連する人的資源が基本的に重要であると指摘する。協働

を促進するための特定のスキルや能力の必要性に注意を向けており、これ

は協働の実践に関する研究でも裏付けられている。協働の成功要因には、

必ずと言っていいほど、協働において特定のスキルを持ち、特定の役割を

果たす主要な個人についての言及が含まれている。これらの人々はしばし

ばレティキュリスト（reticulists）と呼ばれるという。ネットワークをまと

め、他の人々が自分自身と他のアクターとの関連性を認識するのを助ける

ことができる人々である。

②信頼

　成功する協働の重要な属性の 1 つは信頼であるという。当事者間の基本

的な信頼関係が、協働を開始する際にも、協働を維持し発展させる際にも

不可欠である。しかし、信頼が損なわれたりすることで、協働の本質が制

限されることもある。協働の進化における信頼の役割を優先させる一方

で、信頼関係を築くということは、文化的な側面もあるという。信頼関係

の文脈の重要な要素を特定することは、その発展を支援し、将来的にその

関係を再生産するために重要である。同様に、分析するためのフレームワ

ークの一部として役立てたいのであれば、信頼とは何かをより詳細に検討

することも重要とされる。
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③リーダーシップ

　協働に求められる人的資源の中で欠かせないのがリーダーシップであ

る。この能力は、説得力のある将来像とその実現に向けた戦略を立案し、

発信する能力である。例えばレジーム理論では、必要な資源を動員する戦

略的リーダーとしての国家の貢献を規定している（Stone, 1993）。しかし，

特に困難な目標を達成するためには，協働に関与するすべての組織や部門

が必要であると考えることもできる。例えば、Benson（1975）は、組織間

ネットワークが均衡を保つために、紛争解決に関連して戦略的に介入する

必要性を言及している。この例では、リーダーが介入するために必要な権

限を持ち、また、他の協力者から十分に信頼される人物であることが示唆

されるという。

（ 2 ）組織要因

　ここで議論されるのは次のようなことである。協働に対する悲観主義者

は、協働に懐疑的な 2 つの重要な理由を挙げている。まず第一に、協働

は、その組織がある種の独立性を失うことを求めているためである。第二

に、その結果、どの程度の利益が得られるかわからないのに資源を投入す

る必要があることである。公共政策の文脈では、リソースが常に不十分で

あり、主要なアクター、例えば専門家によって行動の自律性が非常に重視

されるため、協働に対する懐疑的な見方を強める組織文化が出現してい

る。20世紀後半までの公共部門を特徴づけていた専門的な官僚主義はこの

ような文化に貢献し、このような文化は、専門家が自分自身の判断で行動

することを重視し、その実践能力を支える一連の価値観に基づくものであ

ったとされる。

　新しい公共経営が専門的な官僚機構に大きな変化をもたらした現在、協

働の危険性についての警戒が強まっている。例えば、新しい薬物治療プロ

グラムを提供するために、保健医療と刑事司法の専門家が協力することを

義務づける方法が強調されている。両者の異なる価値観を統合しようとす
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るものである。この 2 つの言説を融合させることは不可能と考えられたた

め、この 2 つのグループは、これまで自発的に統合を求めなかった。その

ため、最終的にはどちらかの言説が優位に立つか、あるいは対立が続くこ

とになる（7）。このような不毛な協働への衝動を和らげるために、専門家や

実務家が政策プロセスにもっと関与する必要があると主張する議論があ

る。

　したがって、文化の役割は、組織内の協働能力の開発にとって中心的な

ものである。しかし、このような文化を発展させるためには、特定のアク

ターが抱える問題を広く理解し、適切なリーダーシップと戦略的介入を行

う必要があるとされる。

（ 3 ）新制度論

　この理論が我々に注意喚起しているのは、協働のための規範的な環境を

作り出す上で、制度的な要因の重要性であるという。しかし、制度的要因

がどの程度浸透するかは、制度的要因の影響を弱めたり、抵抗したりする

他の地域的要因の強さに依存する。特定の環境において物事がどのように

行われるかを決定する適切な行動の論理が、これらの要因のうちにある。

ルーチン化されたルールや規範を生み出し、組織に安定性をもたらすと同

時に、組織は、より広い環境の変化に適応できるようになる。適切さの論

理は時間の経過とともに変化するものである。しかし、その変化の過程で

は、「古い」やり方と「新しい」やり方が共存することになり得るとされ

る。

　適切さの論理という考え方は、新しい、時には法的に認可された仕事の

やり方が開発される中で、特定のやり方の存続を説明するのに役立つ。そ

の力は、マーチとオルセンが提唱する代替案を考慮すれば、より容易に理

解することができる。この論理は、望ましい結果や予想される結果に向か

って行動を起こし、手段よりも目的に焦点を当てる。この論理を協働に当

てはめると、望ましい成果から得られる利益を実現するために、より多く
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の協働活動が行われることが期待されるという。

2 ─ 4 　協働と権力－参加と説明責任をめぐって

　Sullivan and Skelcher（2002：54）では、中心的な関心事は、市民と公

共サービス提供者の間の権力関係の運用であるともいっている。ここで

は、楽観主義的な視点（社会的生産としての権力）と悲観主義的な視点（統

制の道具としての権力）の緊張関係が、協働の実践の中で直接的に展開さ

れるという。この問題は、公共サービスの設計と提供に市民を参加させる

ことに注目が集まっているため、重要なのである。しかし、市民の役割が

認識されているにもかかわらず、政治家やサービス提供者はこの新しい関

係を実現するのが非常に難しく、しばしばその資源力を使ってボランティ

アやコミュニティの人々の積極的な参加を阻んでいると評価している。

　権力の問題と関連することとして、協働におけるガバナンスの仕組みが

ある。楽観主義者にとっては、協働に関与するアクターの範囲を広げ、説

明責任のプロセスを強化することでガバナンスを改善することができると

される。ガバナンスの手段に対するアクターの影響力は、ネットワークに

おけるアクターの権限と、アクターがどのような方法でガバナンスを行う

かに直接結びついている。ネットワークや外部環境における権威に直結す

る。これらの参照点が重要なのは、例えば、政府や専門家団体などに対す

る特定の説明責任を確保するためである。ここで重要なのは、伝統的なガ

バナンスの価値をどの程度まで維持・発展させることができるかという点

であるとされる。

2 ─ 5 　小括

　これまで議論してきたように、協働が成立する理由、協働の形態、協働

の能力や実践に影響を及ぼす要因などについて、理論的な背景を中心に明

らかにすることができた。

　楽観主議者、悲観主義者、現実主義者という異なる視点から協働を分析
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してきたが、楽観主義者の立場からは、協働がもたらす、肯定的なアウト

カムの達成に焦点を当て、協働のアウトカムを評価する必要性が示唆され

るという。悲観論者は、協働に関連する困難さに焦点を当て、協働の効率

性を検証する必要性を示している．そして、現実主義者は、協働が行われ

る背景を考慮する必要性を指摘している。というのも、このことは、協働

という冒険的な試みの形態とその後の意気込みに影響を与えるからであ

る。

　以上から、協働のアウトカム、効率性、背景などについてさらに掘り下

げることが求められることがわかる。サリバンらは、Sullivan et al.（2012）

で協働のリーダーシップについての研究成果をまとめている。ここでは詳

しく扱わないが、同じガバナンスの枠組みの中で働いているにもかかわら

ず、行政官が協働のためのリーダーシップについて、なぜ多様な解釈を行

うのか、また、行政官が協働のためのリーダーシップを適切に行使するた

めの課題を説明している。これらは位置づけるとするならば、協働に伴う

困難さや協働の効率性に関わる研究とみなせるのではないかと思われる。

　続いて、協働や政策ネットワークのアウトカムに焦点を当てている研究

を取り上げて、協働の実践とともに協働の研究の意義や課題を確認してい

きたい。

3 　 公共政策のアウトカムに対する政策ネットワークの
影響力

（ 1 ）実施ネットワーク

　ここでは、パーシバル（Percival 2009）に依拠しながら、政策実施にお

ける政策ネットワークについて検討していきたい。社会問題がより複雑に

なり、政策立案者が地域的な柔軟性とサービス提供の選択肢を求めるよう

になると、公共政策は、複数の公的機関、民間企業、非営利団体などが協

力し合う、相互依存の「実施ネットワーク」構造でますます実行されるよ
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うになっている。

　Percival（2009）によれば、ネットワークガバナンスの中心は、非階層

的に連携し、それぞれが専門性を持つ多様な機関や組織が、より大きな公

共価値を生み出すために、協働を通じて資源を組織化できるという考え方

である。つまり、実施ネットワークは、集団行動を伴うだけでなく、個々

のアクターまたは多くの公共および民間組織の一部が、特定の問題を解決

するためにどのように組織化され、行動するかの枠組みを提供するのであ

る。

　ただし、ネットワークガバナンスには、多くの課題があるといわれる。

これらの課題の中心は、実施ネットワークを構成する多様な官民機関・組

織間の文化、政策目標、管理能力の違いによって悪化する、効果的な集団

行動への障壁を克服することにある。組織間のネットワークの中で政策を

実施する際に生じる課題は、実施ネットワークのガバナンスが、政策が本

来の意図の範囲内で効果的に実施されるか否かを決定する重要な要素にな

ることを示唆しているという。

　政策ネットワークとその実施に関する理論的発展の多くは、ネットワー

ク環境における社会的関係の細部を浮き彫りにするのに有効であった定性

的事例研究に基づいている。しかし、事例数が限られているため、異なる

環境における政策のアウトプットと成果に対する政策ネットワークの特性

の体系的影響を評価することは難しいとされる。

　そのため、Percival（2009）では、カリフォルニア州58のカウンティを

対象にして、カリフォルニア州における薬物政策改革の実施において、地

方（カウンティ）の政策ネットワークがどのような影響を及ぼしたかを検

証している。研究成果を先に示すと、オリジナルの調査データを用いて、

政策目標の一致度の高さ、政策専門知識、財源、および集団行動能力を高

める協力的なガバナンスの構造の存在が、カリフォルニア州58のカウンテ

ィにおけるクライアントの薬物治療完了率を向上させることが明らかにな

ったという。また、カウンティのネットワークが SACPA の資金をどの
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ように活用するか、ネットワーク内のコミュニケーションレベルも治療の

完了に影響を与えることが示されたとされる。

（ 2 ） カリフォルニア州の薬物乱用・犯罪防止法（SACPA/ プロポジシ

ョン36）

　カリフォルニア州の薬物乱用・犯罪防止法（SACPA/ プロポジション

36）（8）は、非暴力の薬物犯罪者を刑務所で収容する代わりに強制的な薬物

治療プログラムに参加させるという2000年の住民投票（ballot initiative）に

よって成立した州法である（9）。住民投票は、有権者の61％の賛成を得てお

り、DPA をはじめとする公衆衛生関連団体の支持を受け、カリフォルニ

ア州共和党、カリフォルニア州地方検事協会が提案したとされる。

　この住民投票は、カリフォルニア州の違法薬物使用と薬物関連犯罪との

闘いに劇的な変化をもたらし、非暴力薬物犯罪者を刑務所に送るのではな

く、薬物治療プログラムを受けさせることを義務付けた。つまり、

SACPA は、州の違法薬物政策を懲罰的アプローチから、よりリハビリテ

ーション的なモデルへと転換させたのである。いったん治療を受けてしま

えば、クライアントは薬物中毒を成功裏に完全に終わらせることができる

と期待され、長期的には、プロポジション36は薬物中毒に関連する社会

的・経済的コストを削減できると支持者は信じていたのである。

　このプロポジション36の実施に関して、カリフォルニア州アルコール薬

物プログラム局（ADP）は、カリフォルニア州58の各カウンティへの

SACPA 資金の分配、薬物治療プログラムの認可と認証、SACPA 関連デ

ータの収集、実施プロセスの全般的な監督を担当している。しかし、その

実施責任の大部分は、カウンティレベルの公的・民間薬物治療施設に加

え、公的医療機関や刑事司法機関のネットワークに委ねられている。

　SACPA の法令は、カウンティレベルの政策ネットワークの構成をほぼ

決定している。「主管」機関、保護観察局、地方検事局、第一審裁判所、

薬物治療プロバイダーが実施に直接関与する。これらは合わせて、ここで
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は「カウンティ実施ネットワーク」（以下、「政策ネットワーク」または「ネ

ットワーク」と適宜読み替えている）として概念化されるものを構成してい

る。

　カリフォルニア州議会の2000年の報告書では、公衆衛生と刑事司法当局

が長年にわたって、特に薬物関連問題でうまく連携できなかったことが指

摘されている。したがって、カウンティのネットワークメンバーが、この

イニシアチブを効果的に実施するために、どの程度組織化し、実施活動や

プロセスを調整できるかは、公衆衛生機関、薬物治療業者、刑事司法関連

機関や組織間の政治的差異を考えると、58のカウンティで異なる可能性が

あるとされる。

　各カウンティでは、「主管」機関が、治療事業者、および前述の刑事司

法機関と協力して、全体的な実施計画を策定する役割を担っている。重要

な要素のひとつに、刑事司法機関と薬物治療機関の間で、カウンティのネ

ットワークの実施プロセスを調整することがある。具体的には、カウンテ

ィの地方検事が薬物逮捕者の SACPA 治療への参加資格を査定し、裁判

所が保護観察処分の取り消し基準を設定する。その結果 SACPA の治療

サービスを受ける資格があると判断された人には、公衆衛生担当者や薬物

治療専門家が患者の薬物依存を評価し、薬物治療提供者が SACPA の患

者に直接治療サービスを提供する。最後に、保護観察部門は、治療過程に

あるクライアントを監督・監視する。治療提供者は、保護観察官と連絡を

取り合い、SACPA 対象者の適切な監視レベルを決定し、保護観察違反は

裁判所に報告することになっている。

　カウンティレベルの SACPA 実施プロセスは 3 つのフェーズに分類す

ることができる。

　①薬物逮捕

　②薬物治療の評価と紹介。

　③クライアントのモニタリングと治療プログラムの完了。

　第 1 段階は、個人が低レベルの薬物所持で逮捕された後に始まり、逮捕
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後に地方検事局が犯罪者を正式に起訴する。SACPA のサービスを受ける

資格がある場合、裁判所はクライアントの保護観察処分の基準を設定し、

クライアントを治療へと導く。第 2 段階として、薬物治療カウンセラー、

保健所職員、保護観察官が SACPA 対象者を評価し、対象者の薬物依存

の重症度、精神的・社会的問題（うつ、ホームレスなど）の有無、治療中

に保護観察官の監視がどの程度必要なのかを判断する。評価が終わると、

クライアントは認可された薬物治療プログラムに紹介され、治療が開始さ

れる。第 3 段階は治療中の監視で、保護観察官が裁判所に患者の経過を伝

える。治療が完了すれば、前科記録から薬物犯罪が抹消される場合もある

という。

（ 3 ）SACPA のネットワーク管理と政策アウトカム

　SACPA の実施には、政治的に多様なネットワークメンバーの間で相当

量の協力と調整が必要であり、法律をどのように実行するかについて、大

きな裁量権を有しているとされる。多様なネットワークメンバーを協働事

業に参加させることは、ネットワーク管理の問題を含んでいるとする。

　Percival（2009）では、カウンティの実施ネットワークの構造的特性と

行動に重点を置き、これらの特性が、このイニシアティブに関連する重要

な政策アウトカム（各カウンティで SACPA 利用者が薬物治療プログラムを無

事完了した割合）の変動にどの程度影響するかを検証する仮説を導き出し

た。SACPA の治療完了率を測定することは、薬物中毒と薬物による犯罪

を州全体で減少させるという政策の最終目標を達成するための各カウンテ

ィの能力を測定するのに役立つという意味で、重要であるという。

　政治的に多様なアクターの手に実施責任を委ねる場合、政策ネットワー

クと実施に関する先行研究は、SACPA の政策アウトプットに影響を及ぼ

すと予想されるいくつかの構造的特性を指摘している。これには、メンバ

ーが同様の政策目標を共有している度合い、ネットワークメンバーが適切

に連携している度合い、ネットワークメンバー間の政策専門知識のレベ
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ル、ネットワークの予算配分などが含まれる

　実施ネットワークでは、専門的なイデオロギーが個々の機関や組織に集

中する傾向があり、ネットワーク内に不確実性が生じる。不確実性は、解

決しようとする問題の性質、各メンバーが直面する政治的インセンティブ

に関して、ネットワークメンバー間の不一致を引き起こす可能性があると

される。実施ネットワークが文化の違いを克服し、ネットワークのメンバ

ー間で政策目標を一致させることで、問題解決のための協働を促進し、実

施の成功の確率を高めることの重要性が先行研究により指摘されている。

　ネットワークメンバーは、SACPA の実施目標をそれぞれ異なるものと

して捉えているという。刑事司法機関（保護観察官など）に属する者は、

犯罪の防止と治安の維持が主な任務であると考えるだろうとし、また、公

衆衛生機関に属する者は、治療とリハビリテーションに重点を置いている

ようである。政策目標をめぐって対立が激しい場合、ネットワーク関係者

はパフォーマンスを妥協し、個々のネットワークメンバーが、公的プログ

ラムや政策を最も効果的に実施する方法ではなく、自己利益を追求する状

況を生み出しやすいとする。

　また、ネットワークのメンバーを効果的に調整するガバナンス構造も、

SACPA の実施に影響を及ぼす可能性が高い。ネットワークメンバー間の

接点を増やす協力的なガバナンスの構造は、信頼レベルを高め、ネットワ

ーク内の争点を早期に前面に押し出すことでコミュニケーションチャネル

を改善し、問題領域を予測し、その対処方法を確立するのに役立つとされ

る。

　ネットワーク内の協力的な組織構造の一例として、自己管理型の「チー

ム」の設立がある。このチームは、役割分担に関する情報を共有し、グル

ープメンバー間の異なる期待を管理し、メンバーが他のメンバーの経験か

ら学習する見通しを高めることができる。カウンティの実施計画の初期分

析によると、「提案36号専門チーム」の創設を通じて、ネットワークメン

バーの統合を図ったところもあるという。これらのチームは、ネットワー
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ク関係者間のコミュニケーションと調整を促進すると思われる。全体とし

て、協力的なガバナンスの構造（この場合、ネットワークメンバーをより効

果的に調整するプロポジション36チームの創設を通じて）の存在は、個々のク

ライアントのために治療とモニタリングプログラムを成功裏に設計・実施

するカウンティネットワークの能力に影響を与え、薬物治療の完了率をよ

り高くするはずであるとしている。

（ 4 ）調査対象者の選定とネットワーク

　調査対象者は、カリフォルニア州の ADP の関係者に連絡し、構築した

という。調査プロジェクトの内容を説明した後、各カウンティで SACPA

の実施について最も知識があり、客観的に見て SACPA ネットワークの

主要構成要素である刑事司法関係者、治療管理者、主導機関の責任者のそ

れぞれについて信頼できる調査参加候補者の名前をあげるよう依頼した。

ADP が連絡先を提供した各カウンティの主管庁長、保護観察官、薬物治

療評価管理者の 3 人に対しアンケートが行われた。重要なことは、ADP

が SACPA 関連の連絡などについて「カウンティ連絡先」としてこれら

の人物を使用していることを考えると、調査対象の管理者が各カウンティ

における SACPA の実施状況を正しく把握していることが強く示唆され

る点である。つまり、これらの管理者は、実施ネットワークの主要な構造

的構成要素を代表しているだけでなく、実施の構造やプロセスについても

「現場」を直接知っているため、カウンティのネットワークの重要な側面

を代表しているのであると解釈がなされている。

（ 5 ）分析結果と議論

　カリフォルニア州の薬物政策改革の場合、より多くの SACPA 資金を

持ち、政策目標が一致し、専門知識が豊富で、ネットワークメンバーを組

織化し連携能力を高める協力的なガバナンスの構造（プロポジション36専

門チーム）を持つカウンティのネットワークは、治療プログラムを無事完



82

了するクライアントを持つ確率が高いことが明らかになった。さらに、ネ

ットワークの具体的な実施プロセスも重要であるといわれる。SACPA 資

金を刑事司法活動に多く充て、「高リスク」クライアントを注意深く監視

し、医療関係者と保護観察官の間で定期的にコミュニケーションを図るカ

ウンティは、治療完了率が平均して高い結果となったとされる。

　ローカル・ネットワークの作動によって政策のばらつきがあることは驚

くべきことではないとする。ネットワークのメンバーが自らの裁量で創造

的に政策を形成し、多様な州民のニーズに応えているのだから有益である

という見方も紹介している。また、政策のばらつきは、地域のアクターが

プログラムの目標や政策の方向性を損ねる可能性があることを示唆してい

る。カリフォルニアの薬物政策の改革政策に見られるように、政策立案者

も市民も、薬物改革のような重要な社会政策に大きな裁量権が与えられた

場合、地域のネットワークがどの程度まで形成できるかを理解することは

非常に有益なことであると結論づけている。

（ 6 ）小括

　議論してきたように、実施過程における政策ネットワークが影響を及ぼ

して政策アウトカムを向上させることが確認できた。政策ネットワークを

含む協働の研究においては、実施過程での協働を独立変数として政策結果

を明らかにするものがある。協働はより良い政策をもたらしうるというこ

とである。ただし、協働に影響を及ぼす要因、なかでも個人的要因につい

てはどのように作用したのか明らかになっていない。これについては、事

例研究の実施が求められる。

4 　おわりに

　全体をとおして考察するならば、協働においては、関係する組織・機関

に対してどのように目的を共有化していくのかが重要である。また、協働
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の形態の観点からは、官僚制の階統制構造とは大きく異なるネットワーク

といっても一定の構造化が協働には必要なことである。さらに、協力的な

ネットワークの構造化には法制度も貢献していることである。これらを明

らかにできたことに本稿の意義がある。

　今後の課題としては、協働は実施過程にのみ位置づけられるべきなのか

どうか、言い換えると協働を政策形成の枠組みの中で分析することができ

るのかどうか、そのような研究にはどのような意義があるのかなどを明ら

かにすることである。また、アメリカやイギリスにおける協働の実践や協

働・政策ネットワークにかかわる研究をふまえ、協働が行われる背景や文

脈を含めて日本の行政や地方自治における協働の特徴などを分析すること

である。
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注
（ 1 ）　「いくつものパートナーシップやコプロダクション重なるように成り立

てば、それを協働とすることがある。協働はネットワーク上に広がる三者
以上の協働関係を想定している」（田尾2011：132─133）と理解されること
もあるように、協働と1970年代以降のコプロダクション研究との重なり合
いが意識されることもあるが、本稿ではコプロダクション研究については
扱わない。コプロダクションについては、荒木（1990）、水口（1995）を参
照。また、日本の協働論の研究動向については小田切（2018）を参照。

（ 2 ）　坂井（2005：58─59）を参照。
（ 3 ）　嶋田（2010：234）、小田切（2014： 5 ）、伊藤（2020：13─14）、南島

（2021：69）などがある。
（ 4 ）　Himmelman によれば、能力開発は通常、地域社会や近隣住民を基盤
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とする組織が、問題解決プロセスを開発し、効果的に実行する能力を高め
るための長期的な戦略の一部であるとされる。能力開発は、改善ではなく、
エンパワーメント策を推奨する自治体の主要な目標であるとしている。協
働によるエンパワーメント戦略では、規模の大きい公的機関や民間機関は、
権力に関連してコミュニティや近隣住民の力を高めることを恐れない。そ
れどころか、能力開発戦略では、権力構造の主要な課題は支配の手段とし
て権力を保持することではなく、権力の共有とコミュニティのオーナーシ
ップ（主体性）を高めることであるという（Himmelman 1996：36─37）。

（ 5 ）　Alter and Hage （1993：74）も、組織間ネットワークに注目してネッ
トワーク発展の順次モデルを提案し、各段階が次の段階の不可欠な前兆で
あるとする。

（ 6 ）　Benson（1975：244─255）では、権威的戦略と位置づけられており、
指示役がその権力を行使して明確な活動を義務付けるという意味で権威的
であり、単にその活動を奨励したり報酬を与えたりするのではないとされ
る。

（ 7 ）　Barton and Quinn（2001：57─58）によると、裁判所などが犯罪者とす
る一方で、薬物治療を担当する医療・介護従事者にとっては犯罪者ではな
く、注意を払うべき深刻な問題を抱えた人々なのだとされる。

（ 8 ）　プロポジション36は、アメリカの薬物政策同盟（the Drug Policy 
Alliance：DPA） が 提 唱 し た 政 策 と さ れ る。https://drugpolicy.org/
departments─and─state─offices/california/proposition─36─victory（2022年
9 月30日閲覧）。また、カリフォルニア州保健福祉庁の評価レポートとして
次のものがある。Evaluation of Proposition 36: The Substance Abuse and 
Crime Prevention Act of 2000 2009 Report. なお、カリフォルニア州は
2009年 7 月に SACPA への資金援助を打ち切ったとされる。

（ 9 ）　住民投票について、発案（ballot）とは、「住民が署名を収集して請求
を行い、助言的意見、議案、法律案または憲法修正案を提案し、その賛否
を問うために住民による投票を行うこと」とされている（武田2015）。


